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議案第１号 

衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例の制定について 

衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例を次のように制定する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第３０条第１項又は第３１条第１項の規定により一部の規定が適用されず、又は

読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「広域連合の機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査

委員及び消防長をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関

する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。第５条第２項において「令」という。）

で使用する用語の例による。 

（開示決定等の期限等） 

第３条 広域連合の機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１項及び第８４条

の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「１４日以内」と、同条中

「６０日以内」とあるのは「４４日以内」と、「同条第１項」とあるのは「衣浦東部広

域連合個人情報保護法施行条例（令和５年衣浦東部広域連合条例第●号）第３条の規定

により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

（開示請求に係る手数料） 

第４条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。 

（写しの交付等に要する費用） 

第５条 法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記

録に記録されている場合において広域連合の機関が定める開示の実施の方法として複製

したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力した
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ものの交付。以下この項において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける者は、規

則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当

該写しの交付を令第２８条第４項の規定により送付により受ける場合における当該送付

に要する費用についても同様とする。 

（訂正決定等の期限等） 

第６条 広域連合の機関が訂正決定等をする場合における法第９４条第１項及び第９５条

の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「２９日以内」と、同条中

「同条第１項」とあるのは「衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例（令和５年衣浦

東部広域連合条例第●号）第６条の規定により読み替えて適用される前条第１項」とす

る。 

（利用停止決定等の期限等） 

第７条 広域連合の機関が利用停止決定等をする場合における法第１０２条第１項及び第

１０３条の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「２９日以内」と、

同条中「同条第１項」とあるのは「衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例（令和５

年衣浦東部広域連合条例第●号）第７条の規定により読み替えて適用される前条第１項」

とする。 

（審査会への諮問） 

第８条 広域連合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると

認めるときは、衣浦東部広域連合行政不服審査会条例（令和５年衣浦東部広域連合条例

第●号）第２条に規定する衣浦東部広域連合行政不服審査会に諮問することができる。 

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、

又は廃止しようとする場合 

(2) 法第６６条第１項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第１２条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(3) 前２号の場合のほか、広域連合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（衣浦東部広域連合個人情報保護条例の廃止） 

第２条 衣浦東部広域連合個人情報保護条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３０号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の衣浦東部広域連合個人情報保

護条例（以下「旧条例」という。）第２条第３号に規定する個人情報（以下「旧個人情

報」という。）を取り扱う事務に従事している同条第２号に規定する実施機関の職員

（以下「旧実施機関の職員」という。）又はこの条例の施行前において旧個人情報を取

り扱う事務に従事していた旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第１０条の規定に

よる当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」

という。）から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が受託した事務を行う場合

において旧個人情報を取り扱う事務に従事している者又はこの条例の施行前において当

該事務に従事していた者に係る旧条例第１２条第２項の規定による当該事務に関して知

り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務

については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に旧条例第１４条第１項若しくは第２項、旧条例第２７条第１

項若しくは同条第２項の規定により準用する旧条例第１４条第２項若しくは旧条例第３

３条第１項若しくは同条第２項の規定により準用する旧条例第１４条第２項の規定によ

る請求がされた場合又は旧条例第４２条第１項若しくは同条第２項の規定により準用す

る旧条例第１４条第２項の規定による是正の申出がされた場合における旧条例第２条第

７号に規定する保有個人情報（以下「旧保有個人情報」という。）の開示（これに係る

旧条例第２６条に規定する費用の負担を含む。）、訂正及び利用停止又は旧条例第４３

条第３項の規定による旧実施機関の措置については、なお従前の例による。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において、個人の秘密に

属する事項を含む情報の集合物であって、旧実施機関が保有していた特定の旧保有個人

情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの（その全



- 4 - 

部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したとき

は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において

旧実施機関の職員であった者 

(2) 第２項に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施

機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 

６ この条例の施行の際現に旧実施機関の職員（旧条例第３９条第２項に規定する衣浦東

部広域連合行政不服審査会の委員を除く。以下この項において同じ。）である者又はこ

の条例の施行前において旧実施機関の職員であった者が、この条例の施行後に、正当な

理由がないのに、職務上知り得た個人の秘密を漏らしたときは、１年以下の懲役又は３

万円以下の罰金に処する。 

７ 前３項の規定は、広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰

については、その失効後も、なお従前の例による。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改

正に伴い、条例を制定する必要があるため。 
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議案第２号 

衣浦東部広域連合行政不服審査会条例の制定について 

衣浦東部広域連合行政不服審査会条例を次のように制定する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

衣浦東部広域連合行政不服審査会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、衣浦東部広域連合行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議等

の手続について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 次に掲げる事務を行うため、広域連合に、衣浦東部広域連合行政不服審査会（以

下「審査会」という。）を置く。 

(1) 情報公開制度における審査請求及び情報公開に関する重要な事項並びに個人情報保

護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するこ

と。 

(2) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）によりその権限に属せられた事項を処

理すること。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 諮問庁 衣浦東部広域連合情報公開条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第２９

号。以下「情報公開条例」という。）第１９条第２項の規定により審査会に諮問をし

た情報公開条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「実施機関」という。）及び

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」と

いう。）第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定により審査会に諮問を

した広域連合の機関をいう。 

(2) 公文書 情報公開条例第１１条各項に規定する開示決定等（次条第１項第１号にお

いて「開示決定等」という。）に係る公文書（情報公開条例第２条第２号に規定する

公文書をいう。）をいう。 

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第１０
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２条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等（次条第３号にお

いて「開示決定等」という。）に係る保有個人情報（個人情報保護法第６０条第１項

に規定する保有個人情報をいう。）をいう。 

（所掌事項） 

第４条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 情報公開条例第１９条第２項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条

例第６条第１項に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項 

(2) 実施機関の諮問に応じ、情報公開に関する重要な事項 

(3) 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に

応じ、開示決定等又は個人情報保護法第７６条第２項、第９０条第２項若しくは第９

８条第２項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為につい

ての審査請求に関する事項 

(4) 衣浦東部広域連合議会個人情報保護条例（令和５年衣浦東部広域連合条例第＊号）

第４６条第１項の規定による諮問に応じ、同条例第２０条第５号ア、第３６条第１項

若しくは第４３条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等

又は同条例第１８条第２項、第３２条第２項若しくは第３９条第２項に規定する開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項 

(5) 衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例（令和５年衣浦東部広域連合条例第＊号。

以下「施行条例」という。）第８条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱

いの確保に関する事項 

２ 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開に関する重要な事項について、実施

機関に意見を述べることができる。 

（組織） 

第５条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第６条 委員は、優れた見識を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 
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（審査会の調査審議の手続） 

第７条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。 

（審査会の調査権限） 

第８条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、

公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、

審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならな

い。 

３ 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公

文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定

する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めること

ができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）

又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることが

できる。 

（意見の陳述） 

第９条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意

見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人

とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） 

第１０条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。た

だし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１１条 審査会は、第８条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資料

の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的
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方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又

は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第

三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、こ

の限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（電磁的

記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）を

求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあ

ると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができな

い。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとす

るときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴

かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

（審査請求に係る調査審議手続の非公開） 

第１２条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。 

（答申書の送付等） 

第１３条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審

査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（情報公開に関する重要な事項及び個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議） 

第１４条 審査会は、第４条第１項第２号又は第５号に掲げる所掌事項を遂行するため必

要があると認めるときは、広域連合の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

２ 審査会は、第４条第１項第２号又は第５号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要

があると認めるときは、広域連合の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は規則で、審査
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会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は審査会が定める。 

（罰則） 

第１６条 第６条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の規定は、広域連合の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（衣浦東部広域連合行政不服審査会条例の廃止） 

第２条 衣浦東部広域連合行政不服審査会条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３１

号）は、廃止する。 

（衣浦東部広域連合行政不服審査会条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の衣浦東部広域連合行政不服審

査会条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３１号。以下「旧条例」という。）第１

条に規定する衣浦東部広域連合行政不服審査会（以下「旧審査会」という。）の委員で

ある者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、第６条第１項の規定に

よる委嘱を受けたものとみなす。 

２ 広域連合長は、施行日前においても、第６条第１項の規定の例により、審査会の委員

の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日にお

いて同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。 

３ 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第６条第２項

の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。 

４ 施行日前に旧審査会にされた諮問（この条例の施行の際当該諮問に係る調査審議を終

えていないものに限る。）であって、次に掲げるものは、施行日において審査会に諮問

されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議

は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。 

(1) 情報公開又は個人情報保護に係る審査請求に関する諮問 

(2) 情報公開制度に関する重要な事項に関する諮問 

(3) 個人情報保護に関する重要な事項に関する諮問であって、第４条第１項第４号に該

当すると認められるもの 
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５ この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審

査会の委員であった者に係る旧条例第４条第４項の規定による職務上知ることができた

秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後においても、なお従前の

例による。 

６ 施行日前に施行条例附則第２条の規定による廃止前の衣浦東部広域連合個人情報保護

条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３０号）第３９条の規定による諮問がされた

場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。 

７ この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、な

お従前の例による。 

８ 第５項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

９ 前項の規定は、広域連合の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。 

（衣浦東部広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第４条 この条例の施行の際施行条例附則第２条の規定による廃止前の衣浦東部広域連合

個人情報保護条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３０号）の規定により旧審査会

が行っている事務については、第４条第１項第５号に該当すると認められるものに限り、

施行日以後は、審査会が引き続き行うものとする。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改

正に伴い、条例を制定する必要があるため。 
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議案第３号 

衣浦東部広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

衣浦東部広域連合情報公開条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

衣浦東部広域連合情報公開条例の一部を改正する条例 

衣浦東部広域連合情報公開条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

第１７条中「法令」の次に「（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

を除く。）」を加え、「衣浦東部広域連合個人情報保護条例（平成１５年衣浦東部広域連

合条例第３０号）」を「衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例（令和５年衣浦東部広

域連合条例第●号）」に改める。 

第１８条第２項中「者は、」の次に「規則で定めるところにより、」を加え、「作成」

を「交付」に改める。 

第１９条第２項中「（平成１５年衣浦東部広域連合条例第３１号）第１条第１項」を

「（令和５年衣浦東部広域連合条例第●号）第２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改

正に伴い、条例の一部を改正する必要があるため。 
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議案第４号 

衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第４条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第５条―第１０条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１１条・第１２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

附則 

第１章 総則  

第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。以下「法」

という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８

条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次

の章名を付する。 

第２章 定年制度 

第３条中「６０年」を「６５年」に改める。 

第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」に、

「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を当該職務に」

を「当該職員を定年退職日において従事している職務に」に、「引き続いて」を「、引き

続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、第８条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以 
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下この項及び次項において同じ。）（同条の規定により延長された異動期間を含む。）

を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（第５条に規定する職をい

う。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員については、第８条の規

定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて広

域連合長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

第４条第１項第１号中「その職員」を「当該職員」に改め、「退職により」の次に

「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項

第２号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著し

い支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その業務」を「当該業務」に、「その職員」

を「当該職員」に、「とき」を「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由が引き続き存

する」を「前項各号に掲げる事由が引き続きある」に改め、「ときは、」の次に「これら

の期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年

退職日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に

改め、同条第４項中「任命権者は、」の次に「第１項の規定により引き続き勤務すること

とされた職員又は第２項の規定により期限が延長された職員について、それぞれ」を加え、

「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「そ

の期限を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に

改める。 

本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第５条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、衣浦東部広域連合職員の給

与に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第１６号）第１１条第１項に規定

する管理職手当の支給を受ける職員の職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 
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第７条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章に

おいて「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、第１５条、

第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次に掲げる基準を

遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転 

任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第９条において「降任等」とい

う。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２

第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能

力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認めら

れる職に、降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り 

上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属

する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下

この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等をする場合には、第

１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認め

られる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制

上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第８条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に

掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当

該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における

最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算

して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異

動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることが

できる。 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他
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の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職

への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があ

るため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された

期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事

由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算し

て１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長され

た当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で延長された当該異動期

間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えるこ

とができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第９条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員の

同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１０条 任命権者は、第８条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任

等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１１条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その

他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）

をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」という。）を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該

職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務
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が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比

し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用することが

できる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職

に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退

職日をいう。）を経過した者であるときは、この限りでない。 

第１２条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、衣浦東部広域連合を組織する地方公

共団体の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ

く選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の２項

を加える。 

 （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の適用に

ついては、同条中「６５年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０

年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき

年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の
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末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき

年度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」とい

う。）を除く。）にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日ま

での期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年

度の初日である場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員

が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の

必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確

認するよう努めるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第１１条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例によ

る改正前の衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）

第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期

限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この

項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務

延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長さ

れた期限が到来する場合において、この条例による改正後の衣浦東部広域連合職員の

定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由があ

ると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を

延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例

第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４

月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日の翌

年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定する定年

をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行日である場

合には、施行日の前日における旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以
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下同じ。））を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則

で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１項

若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。

以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務して

いる職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（基準

日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年）に達している職員

（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転

任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について準用

する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初の３

月３１日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」とい

う。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に

係る旧条例定年（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等に

より名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものと

した場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）

に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができ

る。 

(1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は前条 

第１項の規定により勤務した後退職した者 

(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であっ 

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であっ 

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公務員

法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第
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２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項、

次条第１項若しくは第２項、附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１

項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次項第６号において同じ。）

をされたことがあるもの 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職

に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に

採用することができる。 

(1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

(3) 施行日以後に新条例第１１条の規定により採用された者のうち、令和３年改正法 

による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の４第

３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

(4) 施行日以後に新条例第１２条第１項の規定により採用された者のうち、新地方公 

務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第３項に

規定する任期が満了したことにより退職した者 

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であ 

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(6) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であ 

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用

をされたことがあるもの 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者又

はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければな

らない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第

１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職

員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による任期の更新は、
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当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員

の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことが

できる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用

職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、衣浦東部広域連合を組織する地方公

共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達し

ているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、衣浦東

部広域連合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情

報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する

職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則第３

条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１１条に規定する短時間勤務の

職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものと

した場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施

行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにお

ける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に

達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 
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２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の

規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条

例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が

当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をい

う。次条第２項及び附則第１０条において同じ。）に達しているもの（新条例第１１

条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任

期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５第３項

において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、衣浦東部

広域連合を組織する地方公共団体における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時

間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短

時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新地方

公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の

規定にかかわらず、衣浦東部広域連合を組織する地方公共団体における附則第３条第

２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの

（新条例第１２条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者

を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 
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(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日

の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年に準じ

た当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法 

第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２

条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年

改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２条の

４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていた

ものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が

同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じ

た同項に規定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当

該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４月

１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されてい

たものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条

例定年を超える職とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の

前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定

年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準
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日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条

例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月

１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の翌年

の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における

新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が

新条例定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置さ

れた短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新

条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条

例第１１条に規定する年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条

第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のう

ち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあ

っては、規則で定める者）を、新条例第１１条又は第１２条第１項の規定により採用

することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１１条

又は第１２条第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定年前再任

用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例

原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前

再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める

定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢） 

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢は、年齢６０年とする。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要

があるため。 



- 25 - 

 

議案第５号 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （衣浦東部広域連合職員定数条例の一部改正） 

第１条 衣浦東部広域連合職員定数条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「１２人」を「１５人」に改め、同条第２号中「４４０人」を「５１

５人」に改め、同条第５号中「４人」を「６人」に改め、同条中「４５２人」を「５

３０人」に改める。 

 （衣浦東部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 衣浦東部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１５年衣浦東部

広域連合条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「給料」を「その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額」

に、「これに相当する報酬をいう。」を「報酬の額」に改め、同条に後段として次の

ように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合

計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第３条 衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１５年衣浦東部広

域連合条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第２項」に改め、「で同

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削り、「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条第２項、第１３条第１項第１号並

びに第１９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め
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る。 

（衣浦東部広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 衣浦東部広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例第８条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第１０条に次の１号を加える。 

  (3) 衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例第８条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第１７条の表第７条第１項の項中「衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第１１号）」を「勤務時間条例」に改め、

同表第８条第１項の項を削り、同表第１８条第３項の項及び第１８条第４項ただし書

の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２０条の表第７条第１項の項中「衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第１１号）」を「勤務時間条例」に改め、

同表第１８条第３項の項及び第１８条第４項ただし書の項中「再任用短時間勤務職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表第２９条の項を次のように改める。 

第２９条 定年前再任用短

時間勤務職員 

短時間勤務職員 

第２１条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用 

短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

第２２条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」

に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（給与条例附則第５項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え） 

３ 育児短時間勤務職員等に対する給与条例附則第５項の規定の適用については、同

項中「）とする」とあるのは、「）に、勤務時間条例第２条第２項又は第４項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする」とする。 
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（衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を次のように改める。 

  （定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

 第８条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第２項の規定により採用された職員で

同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員

に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、第６条第３項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級

に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする。 

第１８条第２項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任用短時間 

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「場合は」を「場合には」に改め、

同条第４項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改め、同条第５項第１号、第６項第１号及び第７項中「場合は」を「場合には」に

改める。 

第２２条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２５条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当該

職員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

第２９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条中「第１２条」を「第７条、第１２条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

  附則に次の見出し及び７項を加える。 

（定年の引上げに伴う給料に関する特例措置） 

 ５ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月
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１日（附則第７項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料

表の給料月額のうち、第６条第３項の規定により当該職員の属する職務の級並びに

第７条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の受ける号給に応

じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとする。）とする。 

６ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び 

非常勤職員 

(2) 衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条 

例第７号）第８条第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項に規定す

る異動期間（同条例第８条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された同条例第５条に規定する職を占める職員 

(3) 衣浦東部広域連合職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定に 

より勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定

が適用されていた職員を除く。） 

７ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当  

該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第９項において「異動日」と

いう。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附

則第５項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給

料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものと

する。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員

（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第５項の規定に

より当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に

相当する額を給料として支給する。 

８ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合 

計額が第６条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の
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給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月

額と特定日給料月額」とあるのは、「第６条第３項の規定により当該職員の属する

職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

９ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第５項の規定の適用 

を受ける職員に限り、附則第７項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定

による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の

間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前２項の規定

に準じて算出した額を給料として支給する。 

１０ 附則第７項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第５項の規 

定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月

額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料と

して支給する。 

１１ 附則第５項から前項までに定めるもののほか、附則第５項の規定による給料月 

額、附則第７項の規定による給料その他附則第５項から前項までの規定の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。 

別表第１中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」 

 「          

 に、 再任用職員 187,700 215,500 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

           

   「        

    
定年前再任用短時

間勤務職員 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額  389,900 441,000 を 

   」 187,700 215,500 255,200 274,600 289,700 

   
 

       

           
 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

      

  に改める。     

 315,100 356,800 389,900 441,000       

   
 

 
」 

     

別表第２中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」 
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 「          

 に、 再任用職員 241,500 253,200 257,300 288,600 305,100 319,200 342,800 

           

           

           

    「       

     
定年前再任用短時

間勤務職員 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額  377,900 409,500 451,700 を 

    」 241,500 253,200 257,300 288,600 

           
 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

    

 に改める。   

 305,100 319,200 342,800 377,900 409,500 451,700     

   
 

 
 

 
」 

   

（衣浦東部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第６条 衣浦東部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年衣浦

東部広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （衣浦東部広域連合職員の降給に関する条例の一部改正） 

第７条 衣浦東部広域連合職員の降給に関する条例（平成２８年衣浦東部広域連合条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「とする」を「並びに地方公務員法第２８条の２第１項に規定する降給（同

項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下

位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格する

ことをいう。）とする」に改める。 

  第３条中「降任された」を「降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった」に、「該当する場合にお

いて、必要があると認めるとき」を「該当し、必要があると認める場合」に改める。 

  附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の２

項を加える。 

  （衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例附則第５項の規定の適用を受ける職員に

対する規定の適用） 



- 31 - 

 

 ２ 衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例附則第５項の規定の適用を受ける職員に

対する第２条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、

「並びに衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例附則第５項の規定による降給と

する」とする。 

 ３ 第５条の規定は、衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例附則第５項の規定によ

る降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職

員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動する

こととなった旨の通知を行うものとする。 

（衣浦東部広域連合職員の再任用に関する条例の廃止） 

第８条 衣浦東部広域連合職員の再任用に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例

第３２号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（改正後の衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例における暫定再任 

用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第２条 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号。以下「改正法」という。）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第

２項若しくは第４項の規定により採用された職員をいう。）は、第３条の規定による

改正後の衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下この条におい

て「新勤務時間条例」という。）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。 

（改正後の衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例における定年の引上げに関する

経過措置） 

第３条 第５条の規定による改正後の衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例（以下

「新給与条例」という。）附則第５項から第１１項までの規定は、改正法附則第３条

第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

第４条 暫定再任用職員（改正法附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員をいう。以

下この条において同じ。）（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の
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４第１項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下この条において

「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下この項及び次項において同

じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第８条に規定する定年前再任

用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとし

た場合に適用される新給与条例第５条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第６条第３項の規定により当

該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に

規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１４条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員

の勤務時間を衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１５年衣

浦東部広域連合条例第１１号）第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再

任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第５条第２項に規

定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給

与条例第６条第３項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に

応じた額に、衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１５年衣

浦東部広域連合条例第１１号）第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用

短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第

１８条第３項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第２２条第

３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第２５条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当

の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用

については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任
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用短時間勤務職員及び暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第６３号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において

同じ。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再

任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第７条、第１２条、第１３条及び第１５条の規定は、暫定再任用職員には

適用しない。 

８ 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。 

（その他の経過措置の規則への委任） 

第５条 前３条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定

める。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要

があるため。 
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議案第８号 

衣浦東部広域連合広域計画の変更について 

衣浦東部広域連合広域計画を別紙のとおり変更する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 

 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、地方自治法第２９１条の７第３項の規定により、議決を求める

必要があるため。 
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衣浦東部広域連合広域計画 

 

第１ 広域計画の趣旨 

衣浦東部広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、広域事務を総合的かつ計画

的に行うため、衣浦東部広域連合（以下「広域連合」という。)並びに広域連合を組織する

碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市（以下「関係市」という。）が相互に役割分担

を行い、連絡調整を図りながら処理する事項について定める。 

 

第２ 圏域の概要 

広域連合が所管する圏域は、全域が西三河平野に位置する平坦な地形で、衣浦湾、境川

及び矢作川に挟まれた水害への備えが必要な地域である。また、全域が東海地震に係る地

震防災対策強化地域及び南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている。 

広域連合の圏域は、自動車関連産業の高度な集積を核とし、機械及び金属工業、窯業そ

の他地場産業など多様で厚みのある工業集積を誇っている。また、名古屋市都心から２０

～４０ｋｍの距離にあり、名古屋都市圏の郊外地域に含まれ、交通網が発達している。 

圏域人口は、広域連合が発足した平成１５年４月の４７６，２１３人から令和４年４月

には５３５，８７１人と約１２．５％増加している。今後は、国立社会保障・人口問題研

究所が平成２７年国勢調査を基に推計した「日本の地域別将来人口推計（平成３０年推計）」

によれば、令和１２年をピークに人口は減少に転じるものの、６５歳以上人口はその後も

増加を続けると推計されている。 

 

第３ 広域計画の項目 

広域計画は、広域連合規約第５条（広域連合の作成する広域計画の項目）の規定に基づ

き、次の項目について記載する。 

１ 消防に関すること。 

ただし、消防団に関する事務は、次に掲げる事務に限る。 

(1) 消防団を所轄し、行動させる事務 

(2）消防団員に対する報酬、費用弁償及び退職報償金の支払事務 

(3）消防団の教育訓練に関する事務 

(4）その他消防団の運営に関する事務 

別紙 
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２ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

第４ 消防に関すること 

１ 発足の経緯 

昭和２３年に消防組織法が施行され、自治体消防制度が発足した。 

関係市においては、昭和３１年に刈谷市消防本部、昭和３４年に安城市消防本部、

昭和３６年に碧南市消防本部、昭和４６年に知立市消防本部、昭和４７年に高浜市消

防本部が組織された。 

平成６年９月に消防庁から「消防広域化基本計画の策定指針」が出され、平成７年

１月に阪神・淡路大震災が発生して消防の広域化の必要性に関する議論が高まり、平

成９年３月に愛知県において「消防広域化基本計画」が策定された。これらを踏まえ、

関係市により構成する衣浦東部広域行政圏協議会において、消防業務の統合について

協議を重ね、平成１５年４月に１本部５署６分署１出張所を組織する衣浦東部広域連

合消防局の発足に至った。 

２ 現状と課題 

衣浦東部広域連合消防局は、出動体制の強化、消防施設及び設備の整備、指揮調査

隊の編成など消防・救急・予防体制（以下「消防体制」という。）の整備を図ってきた。

しかし、社会情勢や生活環境の変化による災害の複雑多様化、異常気象による自然災

害の多発、感染症の流行など消防を取り巻く環境は、日々変化してきており、圏域住

民が安心して暮らせるまちづくりには、災害の発生を未然に防ぐ予防体制と災害発生

時に迅速に対応する消防、救急体制の更なる増強整備を図る必要がある。 

また、平成２３年の東日本大震災の発生を踏まえ、南海トラフ地震など想定される

大規模災害にも対応できるよう、消防装備の充実や機動力の向上とともに、消防団、

防火関係団体、関係市、その他関係機関（以下「関係機関等」という。）との一層の連

携強化を図るなど、以下の消防体制について整備が求められている。 

(1) 職員の適正な配置による組織体制の強化 

（大規模災害時の各庁舎機能維持及び安全管理体制の強化） 

(2) 救急業務の高度化及び多様化に対する体制の強化 

(3) 住宅防火対策の推進及び防火対象物の違反是正に対する指導体制の強化 

(4) 消防指令システムの計画的な整備及び指令施設の充実強化 
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(5) 関係機関等との連携強化 

３ 今後の方向と施策 

複雑多様化する消防業務及び大規模災害に対応するため、消防組織体制の増強整備

を図るとともに、関係機関等との連携を強化する。 

一方、建物の耐用年数を考慮し、中長期的な視点から、署所の統廃合を含めたより

合理的かつ適正な消防施設及び職員配置の研究を行う。 

また、圏域住民への働きかけを強め、防火・防災意識の高揚を図るとともに、市民

が参加する救命講習の充実を図り、市民自らの応急手当による救命効果の向上に努め

る。 

以上、広域消防の諸課題を整理し、計画的な事業展開を行う。主な施策として、下

記事業を推進する。 

(1）職員の適正な配置を行うとともに、消防施設や消防車両などの計画的な整備によ

り、消防活動時の安全管理体制を強化し、消防力の充実を図る。 

(2) 救命率向上のため、応急手当の普及啓発を図るとともに、救急救命士の計画的な

養成と救急隊員の専門的知識・技術の習得、医療機関との連携強化など救急教育体

制の充実を図る。 

(3) 住宅用火災警報器の普及啓発を促進、及び高度化・専門化する予防業務に対応す

るため、職員の研修体制を整えるとともに、効果的な予防査察と違反是正の強化に

努め、地域災害から安全性を確保する。 

(4) 消防指令システム及び消防救急デジタル無線の計画的な更新を行い、通信指令体

制の充実強化を図る。 

(5) 関係機関等との連携を強化する。 

 

第５ 広域計画の期間及び改定に関すること 

この広域計画の期間は、原則として、令和５年度から令和１４年度までの１０か年とし、

その後１０か年を単位に、計画期間満了前に見直しを行う。ただし、広域連合長が必要と

認めた場合には、随時改定を行うものとする。 
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議員提出議案第１号 

衣浦東部広域連合議会個人情報保護条例の制定について 

衣浦東部広域連合議会個人情報保護条例を次のように制定する。 

令和５年２月８日提出 

衣浦東部広域連合議会議員  鈴 木 良 和 

〃       宗  文 代  

〃       深 谷 英 貴 

〃       杉 浦 弘 一 

〃       岡 田 公 作 

衣浦東部広域連合議会個人情報保護条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第１６条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第４章 開示、訂正、利用停止及び審査請求 

第１節 開示（第１８条―第３１条） 

第２節 訂正（第３２条―第３８条） 

第３節 利用停止（第３９条―第４４条） 

第４節 審査請求（第４５条―第４７条） 

第５章 雑則（第４８条―第５３条） 

第６章 罰則（第５４条―第５８条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、衣浦東部広域連合議会（以下「議会」という。）における個人情報

の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、

訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正か

つ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の
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各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。次項第２号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表され

た一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。） 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番

号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当て

られ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式に

より記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者

又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若

しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識

別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等

が含まれる個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務を処理する職員（以下「職員」

という。）が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用する

ものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、衣浦東部広域連合情報公開条例

（平成１５年衣浦東部広域連合条例第２９号。以下「情報公開条例」という。）第２条

第２号に規定する公文書（以下「公文書」という。）に記録されているものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるものをいう。 
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(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索

することができるように体系的に構成したもの 

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、そ

の他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的

に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

(1) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の

記述等に置き換えることを含む。）。 

(2) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法によ

り他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができない

ようにしたものをいう。 

(1) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の

記述等に置き換えることを含む。）。 

(2) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法によ

り他の記述等に置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人

情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

１０ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号利用法」とい
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う。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

１１ この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した

特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの

をいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 

１２ この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成１１年法律

第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

１３ この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成１５年法

律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

（議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講

ずるものとする。 

第２章 個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第１２条第２項

第２号及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属する事務を

遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければな

らない。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達

成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人

情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目

的を明示しなければならない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体
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又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個

人情報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実

と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用す

る。 

（従事者の義務） 

第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の業務

に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事し

ている派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下こ

の条及び第５４条において同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。 

（漏えい等の通知） 

第１１条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確

保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるも

のが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知

しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
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(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに

代わるべき措置をとるとき。 

(2) 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限等） 

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報

を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することがで

きる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供する

ことによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる

ときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報

を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理

由があるとき。 

(3) 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員若しくは消防長、他の地方公共団体の機関、

他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関

又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を

受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を

利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人

情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、

その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げ

るものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情

報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第２９条の規定は適

用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 
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第１２条第１項 法令に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的 

 

利用目的以外の目的 

 

 自ら利用し、又は提供して

はならない 

 

自ら利用してはならない 

第１２条第２項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 

 

第１２条第２項第１

号 

本人の同意があるとき、又

は本人に提供するとき 

人の生命、身体又は財産の保護

のために必要がある場合であっ

て、本人の同意があり、又は本

人の同意を得ることが困難であ

るとき 

 

第３９条第１項第１

号 

又は第１２条第１項及び第

２項の規定に違反して利用

されているとき 

第１２条第５項の規定により読

み替えて適用する同条第１項及

び第２項（第１号に係る部分に

限る。）の規定に違反して利用

されているとき、番号利用法第

２０条の規定に違反して収集さ

れ、若しくは保管されていると

き、又は番号利用法第２９条の

規定に違反して作成された特定

個人情報ファイル（番号利用法

第２条第９項に規定する特定個

人情報ファイルをいう。）に記

録されているとき 

 

第３９条第１項第２

号 

第１２条第１項及び第２項 番号利用法第１９条 

 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づ

き、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報
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の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法

の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情

報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。）において、必要があると

認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的

若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連

情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるものを

除く。以下この条及び第５０条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取扱い

の委託を受けた者を除く。）に提供してはならない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等（仮名

加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法

第４２条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。）を取得し、又

は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をか

け、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事

業者による同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装

置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問する

ために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委

託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 
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第１６条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当

該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情

報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第４４条第１項の規定により

行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合し

てはならない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準

に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委

託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第１７条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルにつ

いて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情

報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

(1) 個人情報ファイルの名称 

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

(3) 個人情報ファイルの利用目的 

(4) 個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」という。）

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限

る。次項第１号カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

（同項第２号において「記録範囲」という。） 

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」とい

う。）の収集方法 

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

(7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

(8) 次条第１項、第３２条第１項又は第３９条第１項の規定による請求を受理する組織

の名称及び所在地 

(9) 第３２条第１項ただし書又は第３９条第１項ただし書に該当するときは、その旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

(1) 次に掲げる個人情報ファイル 
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ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人

情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関す

る事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（議長が行う職員の採用試験に関

する個人情報ファイルを含む。） 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記

録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所

その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情

報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情

報ファイル 

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲

が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第

７号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報フ

ァイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は

事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の

一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載

しないことができる。 

第４章 開示、訂正、利用停止及び審査請求 

第１節 開示 

（開示請求権） 

第１８条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を

本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この
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章において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求

（以下この章及び第４９条において「開示請求」という。）をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」

という。）を議長に提出してしなければならない。 

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係

る保有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開

示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下

「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供する

よう努めなければならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第２０条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に

掲げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開

示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求者（第１８条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第２７条第１

項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求

者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）若し

くは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することは

できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
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ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法人

の職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であって、公にすること

により、当該公務員等の権利が不当に害され、又は生活に不当に影響を及ぼすおそ

れがないと認められるもの 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事

業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を

除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法

人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそ

れがあるもの 

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又
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は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合において、

犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（部分開示） 

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合におい

て、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者

に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏

名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人

の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっ

ても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存

否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 
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（開示請求に対する措置） 

第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その

旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示

の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条

第２号又は第３号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開

示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含

む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならない。た

だし、第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、議

長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日か

ら４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障

が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保

有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情

報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、

同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに

欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 
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第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立

行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第４６条第２項第３号及び第４７条に

おいて「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等

をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第

三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を

与えることができる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２４条第１項の決定に先立ち、当

該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報

の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第２０条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報

に該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第２２条の規定により開示しよ

うとするとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第２４条第

１項の決定（以下「開示決定」という。）をするときは、開示決定の日と開示を実施す

る日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、議長は、

開示決定後直ちに、当該意見書（第４６条において「反対意見書」という。）を提出し

た第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により

通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されている

ときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報

化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保

有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図

画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、

その写しにより、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の



- 56 - 

閲覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議

長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第２４条第１項に規定する通知があった日から３０日以内

にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつ

き正当な理由があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情

報が前条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開

示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規

定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。

ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、こ

の限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文

の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（開示請求に係る手数料） 

第３０条 議長に対し開示請求をする者が納めなければならない手数料は、無料とする。 

（写しの交付及び送付の求め） 

第３１条 議長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、交付及び送付に要

する費用を納付して、保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付及び送付を求

めることができる。この場合において、当該交付及び送付に要する費用は、議長が定め

る方法により納めなければならない。 

第２節 訂正 

（訂正請求権） 

第３２条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第３９条第

１項において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところ

により、議長に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章にお

いて同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の

法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 
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(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第２９条第１項の他の法令の規定により開

示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第４９条に

おいて「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第３３条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」

という。）を議長に提出してしなければならない。 

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

(3) 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂

正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以下

この章において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求

めることができる。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第３４条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認める

ときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保

有個人情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第３５条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂

正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３６条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から
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２９日以内にしなければならない。ただし、第３３条第３項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、議

長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第３７条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかか

わらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条

第１項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに

欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第３８条 議長は、第３５条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合

において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、

その旨を書面により通知するものとする。 

第３節 利用停止 

（利用停止請求権） 

第３９条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思

料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を

請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止

（以下この章において「利用停止」という。）に関して他の法令の規定により特別の手

続が定められているときは、この限りでない。 

(1) 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して取り

扱われているとき、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第１２条

第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の

停止又は消去 
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(2) 第１２条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情

報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第４９

条において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならな

い。 

（利用停止請求の手続） 

第４０条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止

請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停

止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請求に

あっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を

提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした

者（以下この章において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第４１条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由がある

と認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、

当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該

保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると

認められるときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第４２条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の

決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 
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２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定

をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第４３条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があっ

た日から２９日以内にしなければならない。ただし、第４０条第３項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、議

長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通

知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第４４条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定に

かかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長

は、同条第１項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと

もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

第４節 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第４６条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、衣浦東部広域連合行政不服審査会条例（令和５年衣浦東部広

域連合条例第●●号）第２条に規定する衣浦東部広域連合行政不服審査会に諮問しなけ

ればならない。 
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(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示

することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている

場合を除く。） 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をする

こととする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止を

することとする場合 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。

以下この項及び次条第２号において同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

第４７条 第２７条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ

いて準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決

定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三

者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に

限る。） 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第４８条 保有個人情報（非開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限

る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係る

ものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困

難であるものは、前章（第４節を除く。）の規定の適用については、議会に保有されて
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いないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報提供等） 

第４９条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請

求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることが

できるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した

適切な措置を講ずるものとする。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第５０条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関

する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

（審議会への諮問） 

第５１条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を

聴くことが特に必要であると認めるときは、衣浦東部広域連合行政不服審査会条例（令

和５年衣浦東部広域連合条例第●●号）第２条に規定する衣浦東部広域連合行政不服審

査会に諮問することができる。 

（施行の状況の公表） 

第５２条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するも

のとする。 

（委任） 

第５３条 この条例の施行に必要な事項は、議長が定める。 

第６章 罰則 

第５４条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５条第５項の委託を

受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名

加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事してい

た派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第２条

第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したもの

を含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５５条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは

第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処する。 

第５６条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の
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秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下

の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５７条 前３条の規定は、広域連合の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適

用する。 

第５８条 偽りその他不正の手段により、第２４条第１項の決定に基づく保有個人情報の

開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改

正に伴い、条例を制定する必要があるため。 

 


